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○
経
済
産
業
省
令
第
五
十
七
号

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
三
百
四
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
環
境

影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
同
条
第
四
項
及
び
同
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
発
電
所
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業

に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る

た
め
の
指
針
、
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

発
電
所
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び

評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定

め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

発
電
所
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
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を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
省
令
（

平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
及
び
ホ
か
ら
チ
ま
で
」
を
「
、
ホ
か
ら
チ
ま
で
、
ル
及
び
ヲ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
ホ
か
ら
チ
ま
で
」
を
「
、
ホ
か
ら
チ
ま
で
、
ル
及
び
ヲ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

三

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
種
類
の
発
電
所
を
設
置
す
る
場
所
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
、
工
事
期
間

が
重
な
る
一
以
上
の
当
該
発
電
所
と
同
一
種
類
の
発
電
所
の
設
置
に
よ
り
、
総
体
と
し
て
の
発
電
出
力
が
令
別
表
第
一
の

五
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
要
件
の
う
ち
事
業
の
規
模
に
係
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
第
一
種
事
業
規
模
」
と
い
う
。

）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
又
は
第
五
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
る
こ
と
。

イ

水
力
発
電
所

ロ

火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

風
力
発
電
所
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第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
一
つ
以
上
」
を
「
一
以
上
」
に
、
「
を
超
え
る
」
を
「
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号

中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
火
力
発
電
所
」
の
下
に
「
又
は
風
力
発
電
所
」
を
加
え
、
同
項
第
十
号

及
び
第
二
十
四
号
中
「
火
力
発
電
所
」
の
下
に
「
又
は
風
力
発
電
所
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

風
力
発
電
所

別
表
第
五

第
七
条
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
ロ
の

及
び
第
四
号
イ
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
る
。

（1）

第
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
別
表
第
五
か
ら
別
表
第
八
ま
で
」
を
「
別
表
第
六
か
ら
別
表
第
十
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
別
表
第
五
か
ら
別
表
第
八
ま
で
」
を
「
別
表
第
六
か
ら
別
表
第
十
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「

別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
七
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
別
表

第
七
」
を
「
別
表
第
八
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
別
表
第
八
」
を
「
別
表
第
九
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

風
力
発
電
所

別
表
第
十
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第
十
条
及
び
第
十
一
条
中
「
別
表
第
五
か
ら
別
表
第
八
ま
で
」
を
「
別
表
第
六
か
ら
別
表
第
十
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
環
境
要
素
の
区
分
の
環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ

「

「

大
気
環
境

大
気
環
境

れ
る
べ
き
環
境
要
素
の
欄
中

騒
音

振
動

を

に
改
め
る
。

大
気
質

大
気
質

騒
音

振
動

」

」

別
表
第
八
の
重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
の
項
第
一
号
イ
中
「
爬
虫
類
」
を
「
爬
虫
類
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第

は

九
と
す
る
。

別
表
第
七
中
「
通
行
」
を
「
運
行
」
に
改
め
、
同
表
の
粉
じ
ん
等
の
建
設
機
械
の
稼
働
の
項
第
一
号
中
「
の
種
類
」
を
削
り

、
同
表
の
水
の
濁
り
の
造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響
の
項
第
七
号
中
「
浮
遊
物
質
量
に
」
を
「
水
の
濁
り
に
」
に
改

め
、
同
表
の
重
要
な
地
形
及
び
地
質
の
項
第
八
号
中
「
重
要
な
地
形
」
を
「
地
形
」
に
改
め
、
「
踏
ま
え
、
」
の
下
に
「
重
要

な
」
を
加
え
、
同
表
の
重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
項
第
一
号
イ
中
「
爬
虫
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類
」
を
「
爬
虫
類
」
に
改
め
、
同
表
の
海
域
に
生
息
す
る
動
物
の
地
形
の
改
変
及
び
施
設
の
存
在
の
項
第
一
号
イ
中
「
魚
等
の

は

遊
泳
動
物
、
潮
間
帯
生
物
（
動
物
）
、
底
生
生
物
（
動
物
）
、
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
、
卵
・
稚
仔
（
以
下
「
海
生
動
物
」
と
い

う
。
）
」
を
「
海
生
動
物
」
に
改
め
、
同
表
の
海
域
に
生
育
す
る
植
物
の
地
形
の
改
変
及
び
施
設
の
存
在
の
項
第
一
号
イ
中
「

潮
間
帯
生
物
（
植
物
）
、
海
草
藻
類
及
び
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
（
以
下
「
海
生
植
物
」
と
い
う
。
）
」
を
「
海
生
植
物
」
に
改

め
、
同
項
第
五
号
中
「
前
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
の
海
域
に
生
息
す
る
植
物
の
施
設
の
稼
働
（
温
排
水
）
の
項
第

五
号
中
「
前
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
の
主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
の
資
材
等
の
搬
出
入
の
項

第
四
号
中
「
第
三
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
八
と
す
る
。

別
表
第
六
中
「
通
行
」
を
「
運
行
」
に
改
め
、
同
表
の
粉
じ
ん
等
の
建
設
機
械
の
稼
働
の
項
第
一
号
中
「
の
種
類
」
を
削
り

、
同
表
の
水
の
濁
り
の
造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響
の
項
第
七
号
中
「
浮
遊
物
質
量
に
」
を
「
水
の
濁
り
に
」
に
改

め
、
同
表
の
重
要
な
地
形
及
び
地
質
の
項
第
八
号
中
「
重
要
な
地
形
」
を
「
地
形
」
に
改
め
、
「
を
踏
ま
え
、
」
の
下
に
「
重

要
な
」
を
加
え
、
同
表
の
重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
項
第
一
号
イ
中
「
爬

虫
類
」
を
「
爬
虫
類
」
に
改
め
、
同
表
の
海
域
に
生
育
す
る
植
物
の
地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在
の
項
第
五
号
及
び
同
表
の
海

は

域
に
生
育
す
る
植
物
の
施
設
の
稼
働
（
温
排
水
）
の
項
第
五
号
中
「
前
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
の
主
要
な
人
と
自
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然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
の
資
材
等
の
搬
出
入
の
項
第
四
号
中
「
第
三
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
七
と

す
る
。

別
表
第
五
の
重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
の
項
第
一
号
イ
中
「
爬
虫
類
」
を
「
爬
虫
類
」
に
改
め
、
同
項
の
第
八
号

は

中
「
動
物
」
の
下
に
「
（
水
生
動
物
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
表
を
別
表
第
六
と
す
る
。

別
表
第
四
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
添

別
表
第
五

を
挿
入

別
表
第
九
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
添

別
表
十

を
挿
入

附

則

こ
の
省
令
は
、
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。


